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Abstract 

Under the Unfair Competition Prevention Act (UCPA), the act of transferring a product that imitates the form 

of another person's product corresponds to unfair competition. However, products that are more than three 

years old from the date they were first sold in Japan are exempt from this application. Therefore, in the case 

that the old product is exempt, but the updated model is not, there is a problem as to whether the protection 

by the UCPA for the later product is limited to the modified part or not. This study examines the validity of 

the latter through the criticism of the "sax strap case," in which the court's decision in the first instance, 

which decided the former, was overturned in the appeal trial. 
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１．はじめに 

他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行

為は，不正競争防止法における不正競争（不正競争

2 条 1 項 3 号）に該当するとして差止（同 3 条）及

び損害賠償（同 4 条）並びに刑事罰（同 21 条 2 項 3

号）の対象となる．ただし，日本国内において最初

に販売された日から起算して 3 年を経過した商品に

ついては適用が除外される（同 19 条 1 項 5 号イ）． 

そこで，旧原告商品については適用が除外される

が，旧原告商品からモデルチェンジされた原告商品

については適用が除外されない場合，モデルチェン

ジされた原告商品に対する不正競争防止法 2 条 1 項

3 号による保護は，モデルチェンジによって実質的

に変更された部分に基礎を置く部分に限られるの

か，あるいは商品全体の形態に及ぶのかが問題とな

る．本稿は，前者の判断に与した第一審における裁

判所の判断が控訴審において覆された〔サックス用

ストラップ事件〕の評釈を通して，この問題につい

ての若干の検討を試みるものである．

２．サックス用ストラップ事件 

2.1 事件の概要 

X は楽器及び楽器パーツの製造，販売等を業とす

る株式会社であり，Y は管楽器，管楽器用リード等

の管楽器パーツ・アクセサリーの開発，販売等を業

とする株式会社である． 

X は，サックス用ストラップであって，旧 X 商品

からモデルチェンジされた X 商品を販売している．

本件は，X が，同じくサックス用ストラップであっ

て，Y が販売等する Y 商品について，X 商品の形態

を模倣したものであるとして（不正競争 2 条 1 項 3

号），Y 商品の販売等の差止及び Y 商品の廃棄（同 3

条 1 項・2 項）並びに損害賠償（同 4 条・5 条 2 項）

を請求した事件である．なお，旧 X 商品は日本国内

において最初に販売された日から起算して 3 年が経

過しており差止及び損害賠償に係る規定の適用が除

外されるが（同 19 条 1 項 5 号イ），X 商品は未だ適

用が除外されるに至っていない． 

第一審 1）において裁判所は，旧 X 商品からモデル

チェンジされた X 商品について，旧 X 商品から実質

的に変更された部分に特有の形状が美観の点におい

て保護されるべきであり，保護を求め得るのはこの

部分に基礎を置く部分に限られるというべきである

と判示した．そのうえで，旧 X 商品から実質的に変

更された部分である X 商品の V 型プレートに着目

し，X 商品と Y 商品の V 型プレートの美観に基礎を

置く部分は実質的に同一とは認められないとして X

の請求を棄却した．X は判決を不服として控訴した． 

2.2 判旨 

控訴審 2）において裁判所は，不正競争防止法 2 条

1 項 3 号の趣旨について「他人が資金，労力を投下

して商品化した商品の形態を他に選択肢があるにも

かかわらず，ことさら模倣した商品を，自らの商品

として市場に提供し，その他人と競争する行為は，

模倣者においては商品化のための資金，労力や投資

のリスクを軽減することができる一方で，先行者で

ある他人の市場における利益を減少させるものであ

るから，事業者間の競争上不正な行為として規制し

たものと解される．」とした． 

続けて，「同号によって保護される『商品の形態』

とは，商品全体の形態をいい，その形態は必ずしも

独創的なものであることを要しないが，他方で，商

品全体の形態が同種の商品と比べて何の特徴もない

ありふれた形態である場合には，特段の資金や労力

をかけることなく作り出すことができるものである

から，このようなありふれた形態は，同号により保

護される『商品の形態』に該当しないと解すべきで

ある．そして，商品の形態が，ありふれた形態であ

るか否かは，商品を全体として観察して判断すべき

であり，全体としての形態を構成する個々の部分的

形状を取出してそれぞれがありふれたものであるか

どうかを判断することは相当ではない．」と判示し

た． 

なお，裁判所は，サックス用ストラップにおいて，

V 型プレートによって首元の圧迫をなくす構造，ク

ッションを入れた革パッドによって衝撃を緩和する

こと，V 型プレートに穴を開けてブレード（紐）を

通す構造は，「当該商品の機能を確保するために不可

欠な形態」（不正競争 2 条 1 項 3 号括弧書き）に該

当し，不正競争防止法 2 条 1 項 3 号による保護を受

け得ないとする Y の主張を斥けた．同様に，V 型プ

レート，革パッド，ブレードクリンチ，ブレード（紐），

フックの五つのパーツにより構成され，五つのパー

ツは，ブレードクリンチの留めネジ（六角ボルト）

を緩めてブレード（紐）を外すことにより分解する

ことができるという X 商品の基本的構成態様，V 型

プレートの形態，革パッドの形態は，ありふれた形

態であるから不正競争防止法 2 条 1 項 3 号による保

護を受け得ないとする Y の主張も斥けた．
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そのうえで，サックス用ストラップにおいて需要

者の注意を引きやすい特徴的部分であるV型プレー

トの相違を踏まえ，旧 X 商品から受ける商品全体と

しての印象とX商品から受ける商品全体としての印

象は異なるものといえるから，X 商品の形態は旧 X

商品の形態と実質的に同一のものではなく，別個の

形態であるとした． 

この点に関し，旧 X 商品からモデルチェンジされ

た X 商品について，旧 X 商品から実質的に変更され

た部分に特有の形状が美観の点において保護される

べきであり，保護を求め得るのはこの部分に基礎を

置く部分に限られるとする第一審における裁判所の

判断を明確に否定し，不正競争防止法 2 条 1 項 3 号

によって保護される「商品の形態」とは，商品全体

の形態をいうものである旨繰り返し判示した． 

結論として，Y 商品は X 商品の形態に依拠して作

り出された実質的にX商品と同一の形態の商品とい

えるとして X による請求を認容した．  

３．検討 

3.1 本件において現れる商品の形態 

サックスとは，木管楽器の一種であるサクソフォ

ンの略称である．サックス用ストラップである X 商

品の構成を図－13）に示す．

図―１ X 商品の構成 

Fig.1 X product composition 

X 商品は，ネックパッド，ブレードクリンチ，V

型プレート，ブレード（紐），フックという五つのパ

ーツから構成されており，この構成は旧 X 商品，Y

商品ともに同じである。フックにサックスを固定し，

ネックパッドを首にかけた状態にてサックスを保持

し演奏する．V 型プレートによって，ネックパッド

による首元の圧迫をなくすことができる．サックス

は両手で演奏する楽器であり，両手のみでサックス

を保持することは困難であるから，サックス用スト

ラップは，サックスの演奏をする際に必要不可欠な

アクセサリーである.

X 商品は，旧 X 商品からモデルチェンジされたも

のである．第一審における裁判所の判断に現れる，

旧 X 商品から実質的に変更された部分であり，控訴

審における裁判所の判断に現れる，サックス用スト

ラップにおいて需要者の注意を引きやすい特徴的部

分である V 型プレートについて，旧 X 商品と X 商

品の比較を図－2，図－3 に示す．図－2 は旧 X 商品

とX商品のV型プレートを並べて比較したものであ

り，図－3 はそれらを重ね合わせて比較したもので

ある．

図―２ 旧 X 商品（上）と X 商品の V 型プレート

（並べて比較） 

Fig.2 V-shaped plates of old X product and X 

product（side-by-side comparison） 

図―３ 旧 X 商品と X 商品の V 型プレート 

（重ね合わせて比較） 

Fig.3 V-shaped plates of old X product and X 

product（overlapping comparison） 

次に，X 商品と Y 商品の V 型プレートの比較を図
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－4，図－5 に示す．図－4 は X 商品と Y 商品の V

型プレートを並べて比較したものであり，図－5 は

それらを重ね合わせて比較したものである． 

図―４ X 商品（上）と Y 商品の V 型プレート 

（並べて比較） 

Fig.4 V-shaped plates of X product and Y 

product（side-by-side comparison） 

図―５ X 商品と Y 商品の V 型プレート 

（重ね合わせて比較） 

Fig.5 V-shaped plates of X product and Y 

product（overlapping comparison） 

さらに，X 商品と Y 商品の商品全体の形態を図－

6，図－7 に示す．図－6 は X 商品の商品全体の形態

であり，図－7 は Y 商品の商品全体の形態である． 

図―６ X 商品の商品全体の形態 

Fig.6 Overall product form of X product 

図―７ Y 商品の商品全体の形態 

Fig.7 Overall product form of Y product 

3.2 不正競争防止法における形態模倣 

他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行

為は，不正競争防止法における不正競争（不正競争

2 条 1 項 3 号）に該当する．ただし，当該商品の機

能を確保するために不可欠な形態は除かれる（同 2

条 1 項 3 号括弧書）4）．また，日本国内において最

初に販売された日から起算して 3 年を経過した商品

についても差止及び損害賠償に係る規定の適用が除

外される（同 19 条 1 項 5 号イ）．不正競争防止法 2

条 1 項 3 号の趣旨は，先行者が投下した資金，労力

の保護にあるから，模倣を禁止する期間は，先行者

が投下した資金，労力を回収することが可能な期間

に限定すれば足りる． 

不正競争防止法は，商品の形態を「需要者が通常

の用法に従った使用に際して知覚によって認識する

ことができる商品の外部及び内部の形状並びにその

形状に結合した模様，色彩，光沢及び質感をいう」
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と定義する（同 2 条 4 項）．同じく，模倣すること

を「他人の商品の形態に依拠して，これと実質的に

同一の形態の商品を作り出すことをいう」と定義す

る（同 2 条 5 項）． 

不正競争防止法 2 条 1 項 3 号における商品は，譲

渡等の対象となるものであるから，商品の一部分の

形態をもって商品の形態ということはできない．た

だし，その一部分に商品の形態の特徴があって，そ

の模倣が全体としての商品の形態の模倣と評価し得

る等特段の事情がある場合は除かれる 5）． 

ありふれた形態は，資金，労力を投下することな

く作り出すことができるから，不正競争防止法 2 条

1項3号により保護される商品の形態に該当しない．

ありふれた形態といえるか否かは，商品全体を観察

して判断しなければならず，商品の一部分の形態を

取り出して判断することは相当でない 6）． 

本件のごとく，旧原告商品については不正競争防

止法 2 条 1 項 3 号に基づく差止及び損害賠償に係る

規定の適用が除外されるが，旧原告商品からモデル

チェンジされた原告商品については適用が除外され

ない場合であって，被告商品が原告商品の形態を模

倣した商品であるか否かが争われるときには，比較

の場面が二つ現れる．第一の比較の場面は，原告商

品と旧原告商品の比較の場面であり，第二の比較の

場面は，被告商品と原告商品の比較の場面である．

3.3 第一の比較の場面

第一の比較の場面においては，原告商品が旧原告

商品の形態を具備しつつ，若干の変更を加えた商品

に該当するのか否かが判断される 7）．原告商品が，

旧原告商品の形態に若干の変更を加えた商品にすぎ

ない場合は，不正競争防止法 2 条 1 項 3 号による保

護を受け得ない． 

そこで，その判断基準が問題となる．本件の第一

審においては，V 型プレートの形態が旧 X 商品から

実質的に変更されたものであるとされた．従来の裁

判例においても，原告商品と旧原告商品の相違点を

認定し，相違点を考慮してもなお原告商品と旧原告

商品の形態が実質的に同一といえる場合には，原告

商品は，旧原告商品の形態に若干の変更を加えた商

品にすぎないとするものが多くを占める．そして，

実質的に同一といえるか否かは，需要者が通常の用

法に従った使用に際して知覚によって認識すること

ができる程度の差を有するか否かによって決せされ

る 8）． 

これに対して本件の控訴審においては，V 型プレ

ートの相違を踏まえつつも，旧 X 商品から受ける商

品全体としての印象とX商品から受ける商品全体と

しての印象は異なるものといえるから，X 商品の形

態は旧 X 商品の形態と実質的に同一のものではな

く，別個の形態であるとした． 

本件の控訴審と同様の規範をより丁寧に判示する

裁判例として〔カラーコンタクトレンズ事件〕9）が

あるので，やや長くなるが以下に引用する．「同号（不

正競争 2 条 1 項 3 号、筆者注）による保護を受ける

のは，当該変更が新たな商品形態の開発といえる場

合に限られ，当該変更前の商品と変更後の商品の形

態が実質的に同一であって，需要者においてこれを

新たな形態の商品として認識し得ないような場合に

は，たとえ当該変更過程で相応の資金や労力の投下

が行われていたとしても，当該変更により新たに商

品形態の開発がされたとはいえず，同号による保護

は受けられないというべきである．そうすると，変

更後の商品が同号によって保護されるべき形態を有

するか否かについては，基本的には，両商品の形態

を形状，模様，色彩，光沢及び質感その他必要な要

素に分解して対比的に観察した上で，全体として（全

体観察を行って）両商品の形態が実質的に同一であ

ると判断されるか否かによって決することになる．

また，その判断の基準は，需要者が通常の用法に従

った使用に際して知覚によって，上記要素を踏まえ

て，変更後の商品の形態を全体としてみたときに，

当該変更前の商品の形態のそれとは別の個性を与え

られたものであると認識し得るか否かによることと

なる．」 

不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の趣旨が，先行者が

投下した資金，労力の保護にあるとしても，商品の

形態を介した保護である以上，商品の形態に表れな

い資金，労力は保護の対象とはなり得ない．そのう

えで，不正競争防止法における商品の形態の定義（不

正競争 2 条 4 項）を参酌しつつ，商品全体を観察し

て原告商品と旧原告商品の形態が別個のものである

か否かを判断することは相当であると考える．そし

て，商品全体として，原告商品の形態を旧原告商品

の形態とは別個の形態と捉えることにより，不正競

争防止法が，日本国内において最初に販売された日

から起算して 3 年を経過した商品について不正競争

防止法 2 条 1 項 3 号に基づく差止及び損害賠償に係

る規定の適用を除外する（同 19 条 1 項 5 号イ）と

した趣旨を没却することもない． 

3.4 第二の比較の場面 
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第二の比較の場面においては，被告商品が,原告商

品の形態を模倣した商品に該当するのか否かが問題

となる．ここで，模倣とは，他人の商品の形態に依

拠して，これと実質的に同一の形態の商品を作り出

すことである（不正競争 2 条 5 項）．作り出された

商品と他人の商品の形態に相違があっても，その相

違がわずかな改変に基づくものであって，酷似して

いるものと評価できる場合には，実質的に同一の形

態であるとされる 10）． 

本件の第一審においては，旧 X 商品から実質的に

変更されたV型プレートの変更部分に特有の形状が

美観の点において保護されるべき形態であるとした

うえで，X 商品と Y 商品の V 型プレートを詳細に比

較し，両商品の V 型プレートの美観に基礎を置く部

分は実質的に同一とは認められず，従って，Y 商品

の形態はX商品の形態と実質的に同一であるとはい

えないと結論づけた． 

第一の比較の場面において，本件の第一審と同様

の判断基準を示す裁判例は，第二の比較の場面にお

いても本件の第一審と同様に，不正競争防止法 2 条

1 項 3 号による保護を求め得るのは原告商品と旧原

告商品の形態の相違点に基礎を置く部分に限られる

とする立場を採る．原告商品と旧原告商品の形態の

共通点については，旧原告商品が日本国内において

最初に販売された日から三年を経過するまでの間の

保護があったのだから，これを延長することは不正

競争防止法 2条 1項 3号に基づく差止及び損害賠償

に係る規定の適用の除外を規定する不正競争防止法

19条 1項 5号イの趣旨に反して認められないとする

ものであると解される 11）． 

これに対して本件の控訴審においては，V 型プレ

ートとその他のパーツを含むX商品とY商品の形態

の相違について，商品の全体的形態に与える変化に

乏しく，商品全体からみると，ささいな相違にとど

まるものと評価すべきものであるから，X 商品と Y

商品の形態は実質的に同一であるとした． 

なお，前掲〔カラーコンタクトレンズ事件〕は，

第一の比較の場面において，本件の控訴審と同様の

立場を採るが，原告商品の形態が旧原告商品の形態

とは別個の形態であると認められなかったため，第

二の比較の場面は現れなかった．本件の控訴審は，

前掲〔カラーコンタクトレンズ事件〕が第一の比較

の場面において示した規範を受け，第二の比較の場

面においても，原告商品と旧原告商品の形態の相違

点に基礎を置く部分をもって原告商品と被告商品を

比較するのではなく，原告商品と被告商品の商品全

体の形態を比較し，ささいな相違は存在するとして

も実質的に同一であると判断した点に意義を有する

ものである． 

3.5 私見 

本件における控訴審の判断に賛成する．そもそも，

モデルチェンジを伴わない商品について，不正競争

防止法 2 条 1 項 3 号の該当性が争われる場合には，

商品の一部分の形態をもって商品の形態ということ

はできないとされ，ありふれた形態といえるか否か

についても，商品全体を観察して判断しなければな

らないとされるにもかかわらず，モデルチェンジを

伴うことの一事をもって，原告商品と旧原告商品の

形態の相違点に基礎を置く部分のみを判断の対象と

することは，模倣によって先行者である他人の市場

における利益を減少させる行為を規制するとする不

正競争防止法 2 条 1 項 3 号の趣旨に反すると考えら

れる．

この点は，第一の比較の場面と第二の比較の場面

のいずれにおいても，商品全体の形態を比較し，第

一の比較の場面においては，原告商品と旧原告商品

の形態が別個の形態といえるか否かを判断し，第二

の比較の場面においては，原告商品と被告商品の形

態が実質的に同一といえるか否かを判断することに

よって正当化される． 

４．おわりに 

旧原告商品については不正競争防止法 2 条 1 項 3

号に基づく差止及び損害賠償に係る規定の適用が除

外されるが，旧原告商品からモデルチェンジされた

原告商品については適用が除外されない場合，モデ

ルチェンジされた原告商品に対する不正競争防止法

2 条 1 項 3 号の該当性の判断においては，比較の場

面が二つ現れる．第一の比較の場面は，原告商品と

旧原告商品の比較の場面であり，第二の比較の場面

は，被告商品と原告商品の比較の場面である．

従来の裁判例の多くは，第一の比較の場面におい

て旧原告商品から実質的に変更された部分を認定

し，第二の比較の場面において旧原告商品から実質

的に変更された部分のみを判断の対象とした．本件

の第一審もこれと同じ立場を採るが，本件の控訴審

はいずれの比較の場面においても商品全体を判断の

対象とすべきであるとする． 

これによって，モデルチェンジされた原告商品に

対する不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の該当性が認め

-6-

大塚　理彦



られる事件が増加すると思われるが，模倣が依拠を

要件とすることを考え合わせれば，保護の範囲を不

当に拡張するものということもなく，不正競争防止

法 2 条 1 項 3 号の趣旨に従った判断ということがで

きよう． 
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